
第３次札幌市耐震改修促進計画について寄せられたご意見と本市の考え方 

 

 「第３次札幌市耐震改修促進計画（案）」について、札幌市パブリックコメント手続きに関する要綱に

基づき、市民の皆様からご意見を募集したところ、合計 10件の貴重なご意見をいただきました。 

 お寄せいただいたご意見と、そのご意見に対する札幌市の考え方を公表いたします。 

 なお、お寄せいただいたご意見は、その趣旨を損なわない程度に取りまとめ、要約しておりますことを

ご了承ください。また、計画案に直接関すること以外のご意見については、意見の趣旨のみ掲載させてい

ただいております。 

 

１ 意見の募集期間 

  令和２年（2020年）12月 25日（金）～令和３年（2021年）１月 28日（木） 

 

２ 資料の配布、閲覧場所 

 (1) 市役所等での配布 

ア 都市局建築指導部建築安全推進課（本庁舎２階） 

イ 市政刊行物コーナー（本庁舎２階） 

  ウ 各区役所総務企画課（広聴係） 

  エ 各まちづくりセンター 

 (2) 札幌市公式ホームページ（https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/taishin/keikaku.html） 

 

３ 意見の受付方法 

 (1) 持参 

(2) 郵送 

(3) ファックス 

(4) 電子メール 

 

４ 意見募集の周知方法 

 (1) 札幌市公式ホームページ 

(2) 広報さっぽろ 1月号への掲載 

 

５ 意見提出者数・意見数 

 (1) 意見提出者数 

  ４人   

 (2) 意見の受付方法別内訳 

提出方法 持参 郵送 ファックス 電子メール 合計 

提出者数 ０人 ０人 １人 ３人 ４人 

(3) 意見数  

10件 

 

６ 意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

  別添のとおり 

 

                   

                      

 

令和３年３月 

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課 

TEL 011-211-2867 FAX 011-211-2823 

市政等資料番号   02-M03-20-2149 



ご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方【第３次札幌市耐震改修促進計画】 

（令和２年 12月 25日～令和３年１月 28日実施） 

 

※ご意見は要約し、類似意見を取りまとめております。 

番号 寄せられたご意見 札幌市の考え方 

３ 第２次計画の取組と課題 

１ 旧耐震基準の住宅に多く、また、

インターネットをあまり利用しな

い高齢者に耐震化を意識してもら

うよう、町内会で勉強の場を設け

るなどの取組をしてもよいのでは

ないか 

耐震化に関する意識の向上につきましては、市内の戸建て住

宅へのポスティングをはじめ、市民の方を対象としたセミナ

ーや出前講座の実施などの取組を行ってきました。 

今後も、引き続きこれらの取組を進めるとともに、インター

ネットを利用しない方にも十分に情報が伝わるよう様々な機

会をとらえて普及啓発を進めてまいります。 

２ 補助の手続きをもう少し簡単なも

のにしてほしい 

補助申請の手続きはこれまでも見直してきたところですが、

今後も必要に応じて見直すなど、より利用しやすい制度とな

るよう努めてまいります。 

３ 障がい者にとっても耐震化は課題

であり、工事の補助や耐震化を進

める際の支援を行ってほしい 

（3-2 P7～8） 

耐震化に関する各種補助制度を設けておりますのでご活用く

ださい。 

補助制度のご案内にあたっては、パンフレットの内容をわか

りやすい表現とするとともに、ご相談には丁寧に対応してま

いります。 

４ 建築物の耐震化の状況と目標 

４ 

・ 

５ 

昭和 57年以降の建築物の耐震性能

はどうなっているのか 

（類似意見 １件） 

各建築物の現在の耐震性能は、劣化の程度など個々の状況に

より異なるものと考えられます。 

なお、本計画において、建築物の耐震性能の有無は、耐震改

修促進法に基づく国の基本方針等を踏まえて整理しておりま

す。 

５ 耐震化に向けた取組方針 

６ 補助金の交付に関して、実績と具

体的な事例を公開してほしい 

過去５年間の補助実績は別添のとおりです。なお、個々の建

築物に関する情報は、各所有者の資産や事業計画等に関わる

内容のため、具体的な事例の公開は控えております。 

７ （第２次札幌市耐震改修促進計画

の） 

表 5-1耐震化を進める上での弊害

に対して、具体的な対応策を教え

てほしい 

第２次札幌市耐震改修促進計画では、平成 27年度に実施し

たアンケート結果を踏まえ、計画期間中の取組内容を決定し

ております。 

実施した内容につきましては、第３次計画の 3-1「第２次計

画の取組の実施状況」をご参照ください。 

６ 耐震化を促進するための施策 

８ ホームページが見れない人もいる

ので、他の情報提供の方法を考え

てほしい（6-5 P22） 

インターネットを利用しない方にも十分に情報が伝わるよう

様々な方法で防災に関する情報の提供に努めてまいります。 

 



 

【その他のご意見】 

計画案に直接関すること以外のご意見については、意見の趣旨のみ掲載させていただいております。 

番号 寄せられたご意見 

９ 特定の施設の耐震性について 

10 地震発生時の支援について 

 

 

別添 

(1) 木造住宅耐震化補助制度の実績     

       

  耐震診断* 耐震設計 耐震改修工事 パッケージ**   
 

  
戸 戸 件 件 

 

H27年度 23 8 0 － 
  

H28年度 247 5 7 － 
  

H29年度 385 6 4 － 
  

H30年度 262 0 1 5 
  

R 元年度 395 1 0 14 
  

            
 

 

        

       

       

 (2) 建築物耐震化補助制度の実績     

       

  予備調査 耐震診断 耐震設計 耐震改修工事   
 

  
棟 棟 棟 件 

 

H27年度 1 31 9 2 
  

H28年度 0 10 12 5 
  

H29年度 0 3 3 4 
  

H30年度 0 4 0 2 
  

R 元年度 0 4 5 2 
  

            
 

 

        

       

       

 

*   平成 27年度まで補助事業、平成 28年度からは耐震診断員派遣事業 

** 平成 30年度から設計と工事を一括して補助するパッケージ補助を開始 

・複数年にわたる事業は、着手年度に計上している 


